
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等でお困りの方を対象に、管理や利活用等について 

専門家が助言を行う空家等相談員の派遣を始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お持ちの空き家でお困りの方はいませんか？ 
 

～空家等相談員を派遣します！～ 相談 
無料 

空き家について、こんな悩みはありませんか？ 

 

以下の要件をすべて満たすものが対象です。 

・三浦市の区域内にあるもの 

・現に居住その他の使用がなされていないもの 

 

 

 空家等相談員派遣申請書（※裏面にあります）にご記入し、下記問合せ先までお申込ください。 

また、登記簿や図面等の書類がございましたら、その写しをご提出ください。 

【お問合わせ先】 

三浦市役所 都市環境部 都市計画課 

〒238-0298 神奈川県三浦市城山町１番１号 

TEL：046-882-1111(代)内線 272 ／ FAX：046-881-0148 

E-mail：toshi0101@city.miura.kanagawa.jp 

売りたい 貸したい 
活用方法が

分からない 

管理方法が

分からない 
相続問題 

□ 派遣の対象空家等 □ 相談の流れ 

□ お申込みについて 



 

 

 

 

第２号様式（第６条関係） 

                                     年  月  日 

三浦市長 

申請者 住   所： 〒 

 

氏   名：                

 

電   話：    （    ） 

 

空家等相談員派遣申請書 

 

次のとおり、空家等相談員の派遣を申請します。 

なお、申請に関して、本申請書その他の提出書類に記載された事項を、「三浦市空家等相談業務」の委

託業者に提供することについて同意します。 

申 請 者 区 分 □所有者本人 □所有者から委任を受けた者（所有者との関係：   ） 

物 件 の 所 在 地 三浦市 

用 途 □一戸建ての住宅 □長屋・共同住宅 □店舗 □その他（     ） 

構 造 □木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □不明 

階 数 地上   階・地下   階 

建 築 年 数 築   年（空き家年数：   年） 

面 積 等 

敷地面積：    ㎡ 

建築面積：    ㎡ 

延べ面積：    ㎡ 

土 地 所 有 者 □物件と同じ □物件と異なる（                ） 

空き家としている理由 

 

相 談 内 容 

□売却について 

□賃貸物件としての活用について 

□再利用について 

□その他 

※ 三浦市及び「三浦市空家等相談業務」の委託業者は、本事業で知り得た個人情報を本業務の目的

以外に利用いたしません。 


